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都道府県労働局労働基準部長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長  

（ 公  印  省  略 ）  

安全衛生指導結果を登録するための労働基準行政情報システムの改修等について  

（意見照会）   

本省においては、地方労働局等からの要望も踏まえ、安全衛生担当職員が指導を行う  

環境整備を行うとともに、安全衛生部署及び監督部署の業務の効率化及び連携強化を国  

号ことを目的として、安全衛生指導結果を労働基準行政情報システムに登録するための  

改修を行い、併せて安全衛生兼務の一部について労働基準行政情報システムを活用した  

業務に変更することを検討してまいりました。   

今般、別添秦のとおり作成したので、ご意見等ございましたら、9月17日（金）ま  

でに別紙を郵送、FA‡草は電子メールにより提出いただきますようお顔いします。   

なお、労働基準行政情報システムから厚生労働省共働支援システムへ電子メールによ  

り提出する場合の送信方法については、「平成15年度 労働基準行政情報システム 機  

械処理手引 概要・共通編 システム更改版」の83ページをご参照ください。今後の日  

程の関係もあることから、期限は厳守していただきますようお願いします。  

担当：厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課  

川越、今井  

電話：03－5253－1111（内線5478、5476）  

FA‡：03岬3502－1598  

電子メール：垣WagOe－tOSbiharu＠油1w．go．jp  
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別添  

安全衛生指導結果を労働基準行政情報システムに登録するための改修及び  

安全衛生業務運営要飯の改正について（案）   

平成15年3月12日付け基発第0312010号「安全衛生業務運営要領につい  

て」（以下「通達」という。）において、安全衛生担当職員が個別指導等を行い事業場  

の安全衛生に問題がある場合は、文書指導を行うこととしたところであるが、安全衛  

生担当職員は、指導対象事業場の選定の際あるいは事業場に指導に行く際に、これま  

での指導め実績を確認する必要がある等のため、安全衛生担当職農が指導を行う環境  

整備を行う七ともに、安全衛生部署及び監督部署の業務の効率化及び連携強化を図る  

ため、別添の安全衛生指導等結果を労働基準行政情報システムに登録するための改修  

を行うとともに、通達中記の5（2）及び別紙5を削除し、下記を加える。  

記  

（2）実施結果の復命   

ア 個別指導及び計画の届出の実地調査を実施した後は、個別事菜場情報管理システ  

ム（以下「個別システム」という。）を使用して必要な情報を入力し、別紙5の安 

全衛生指導復命書を印刷し、一 これにより復命すること。  

また、災奮調査を実施した後は、すでに本省で指定している復命書により復命す  

るとともに、個別システムを使用して必要な情報を入力すること。  

さらにヾ検査等を実施した後は、すでに本省で鹿定している復命軍により復命す  

るとともに、安全衛生指導書等を交付する場合には、個別システムを使用して必要  

な時報を入力し、印刷した別紙5の安全衛生指導復命書を添付して復命すること。  

その他の庁外活動を伴う安全衛生業務を実施し、安全衛生指導書等を交付する場  

合には、個別システムを使用して必要な情報を入力し、別紙5の安全衛生指導復命  

書を印刷し、これにより復命すること（局独自の様式がある場合にはこれによって  

差し支えないが、個別システムを使用して必要な情報を入力すること。）。  

なお、安全衛生指導書等を交付する場合以外であっても個別システムに指導年月  

日、指導種別等を入力しても差し支えない。  

イ 安全衛生指導復命書は、個別事業場情報管理システム（以下「個別システム」と  

いう。）を使用して必要な事業場基本情報、安全衛生指導年給果情報、下請情報等  

を登録した上で、安全衛生指導復命書、安全衛生指導復命書（違反続き）及び安全  

衛生指導復命書（続紙）を印刷し、これに必要な事項を記入することにより作成す  

る。復命の際には、安全衛生指導復命書に安全衛生指導書（控）、是正勧告書（控〉、  

使用停止等命令書（控）等関係書醸を添付する。   



また、庁外括動を伴う安全衛生業務を実施した際に把握した危険機械・有害業務  

情報等の情報のうち、必要なものは個別システムを使用して登録し、必要に応じ当  

該情報を印刷し、当該安全衛生指導復命書に関係書類として添付する。   

なお、建設業、造船業等で同一現場に多数の下請事業場が存在している場合につ  

いては、元諸事業場については必ず安全衛生指導復命書を作成することとするが、  

下請事業場については、安全衛生指導書、是正勧告書、使用停止等命令書等を交付  

したものについてのみ安全衛生指導復命書を作成する。   

おって、継続して指導を実施した場合は、指導経過を明らかにしておくこと。   



別紙5  

菜食衛生指導復命書  

是正期眉   



安全衛生指導役・命書（違反続き）  

指導種別l   

蛍竣替音l   

蓋措置内容  基準番号  王驚慧  
No．   違反法条項・指導事項等  

是正期旧   備  考  

H18．ち．ヰ■lページ   



安全衛生指導復命書（続紙）  

1絢8トOZH18．8．ヰtlページ   



別添  

安全衛生指導結界等情報管理の機能   

1安全衛生指導結果等情報管理機能の概要   

安全衛生担当職員が個別指導、計画の届出の実地調査、災害調査、検査等を行った  

際の事業場情報、安全衛生指導結果等情報を登録でき、登録結果を印刷することで安   

全衛生指導復命書が作成される。   

また、安全衛生指導復命書・整理跨を換索することができ、定型統計により安全衛   

生指導等実績が把握できる。   

個別の事業場情報として安全衛生指導等履歴と監督等違反履歴が同時に表示され   

る。  

2 安全衛生指導結果等情報の管理の詳細  

（1）安全衛生指導結果等情報のメニュー構成   

ア ［事業場基本情報〕画面の業務選択メニュー  

当該事業  

下請事業  

新規登録  安全衛生指導結果等情報   

監督・安全衛生指導等履歴  

（2）安全衛生指導結果等情報の登録  

安全衛生指導結果等情報の登録は次の手順で行う。   

① 安全衛生指導結果等情報を登録したい事業場を検索し、事業場基本情報が表示  

されたら、メニューバ←から♪［業務選択］→「安全衛生指導結果等情報」－→［新規  

登録］→［当該事業〕又は［下請事業〕を選択する。   



［安全衛生指導結果等情報＿登録コ画面が表示され、〔安全衛生指導結果等   

情報〕タブ画面が表示される。［違反条項］、［指導事項コ及び［参考事項・意   

見］の各タブをクリックすることによって、表示を切り替えて情報を入力でき  

る。  

［安全衛生指導結果等情報］タブ画面の下部には更に［安全衛生指導結果情  

報1］及び［安全衛生指導結果情報2〕の各タブ画面があり、表示を切り替え  

て情報を入力できる。  

② 必要に応じて、画面上部の項目を記入する。  

［事業場区分］、［労働保険番号〕、［登録区分〕、［事業場名（カナ）］、［事兼  

場名（漢字〉〕及び′［業種］は、事業場基本傭報の内容が表示され、［業種］を  

除き変更はできない。  

③ ［安全衛生指導結果情報1］タブ画面の項目を入力する。  

［指導年月日］及び［指導種別］は必須入力項目であり、［指導種別］は、［個  

別指導］、［計画の届出の実地調査］、［災害調査、（安全衛生）］、・［検査］又は［そ   

の他〕のいずれかを入力する。  

［安全衛生指導重点対象〕、［特別監督等対象1〕及び［特別監督等対象2］  

は、［指導年月日］を入力し、［指導種別］に［個別指導］をスカした後に入力  

可能となる。  

［指導年月日］では、入力欄をダブルクリックすると、ほ付入カダイアロ  

グ〕画面が表示されるので、当該年月日を選択し、［OK〕ボタンをすること  

で入力ができる。  

［安全衛生指導重点対象〕は、労働局ごとに設定したもの（設定の方法は（6）  

を参照。）から選択して入力でき、［特別監督等対象1〕及び［特別監督等対象  

2］は、本省で設定したものから選択して入力できる。  

［復命者氏名〕及び［面接者職氏名〕は、空欄のままでも安全衛生指導結果   



を登録することができる。また、入力した場合にも、復命書に印刷されるが、  

データベースには保存されない。   

［署長判決〕は、［完結］、［要再指導］、［要改善報告］又は［要監督〕から  

選択して入力できる。  

個別指導  

計画の届出の実地調  

査  

災害調査（安全衛生）  

検査  

その他  

完結  

要再指導  

要改善報告  

要監督  

④ ［安全衛生指導結果情報2］タブをクリックし、［安全衛生指導結果情報2〕   

タブ画面の項目を入力する。  

［電話番号（安全衛生）］及び［代表者職氏名トについては、事業場基本情  

報の内容が表示され、その他の項目については、事業場情報の内容が表示され  

る。  

［労働者数全体］は必須入力項目である。  

・表示されている情報に対して上書き修正することができ、事業場基本情報に  

反映される。   



ア 違反条項を一覧へ入力する。  

i各項目を入力し、［違反入力］ボタンをクリックする0   
・画面下部の違反一覧に入力した違反内容が表示される。   
・墓措置命令書や警告書を交付した場合には、画面下部の［重措置内容］  
で目的の項目を選択する。  

ii一入力したい違反条項が複数ある場合には、各項目の入力及び［違反入力］  
ボタンのクリックを繰り返す。  

イ 違反条項を修正する。  

i一覧で修正したい違反条項を選択し、［違反選択〕ボタンをクリックする。   
・選択した違反条項の内容が各項目に表示される。   



ii内容を修正し、［違反入力］．ボタンをクリックする。  

・一覧に修正した違反内容が表示される。   

り 違反条項を削除する。   

1  一覧で削除したい違反条項を選択する。   

ii［違反削除〕ボタンをクリックする。  

・一覧から選択した違反条項が削除される。  

⑥ 安全衛生指導事項を入力する場合には、［安全衛生指導事項］．タブをクリがック   
し、［安全衛生指導事項〕タブ画面を表示する。  

ア 指導事項を一覧に入力する。  

i指導事項を選択して、［入力〕ボタンをクリックするD   

・画面下部の指導一覧に入力した指導事項が表示される。   

・既に入力されている指導事項と同一の指導事項を入力した場合はニラ｝  

となる。  

ii入力したい指導事項が複数ある場合には、指導事項の選択及び［入力〕ボ  
タンのクリックを繰り返す。  

イ 指導事項を削除する。  

i一覧で削除したい指導事項を選択する。  

ii［指導削除〕ボタンをクリックする。   

・一覧から選択した違反条項が削除される。   



⑦ 参考事項・意見を入力する場合には、［参考事項・意見］タブをクリックし、［参   

考事項・意見〕タブ画面を表示する。   

・参考事項・意見を入力し、［登録〕ボタンをクリックすることで、安全衛生指  

導等情報考登録する。   

・ 最大1400文字を入力’できる。   

⑧ ［復命書印刷］ボタンをクリックすることで、安全衛生指導復命書が印刷され  

る。  

［復命書印刷］ボタンは■、登録を行った後でないと使用できない。   

・登録された参考事項・意見については、5行白までが安全衛生指導復命書、  

6行目以降が安全衛生指導復命書（続紙）に出力される。   

（3）下請論事業場の安全衛生指導結果等情報の登録  

下請事業場の安全衛生顆導結果等情報の登録は次の手順で行う。   

① 次のいずれかの方法により、［下請情報一検索／一覧］画面を表示する。  

a ［安全衛生指導結果等情報＿登録〕画面で元諸事業場に対する安全衛生指導  

結果等情報を登録後、［下請情報〕ボタンをクリックする。  

b 元請の事業場基本情報を表示した状態で、［業務選択〕メニューから［安全衛  

生指導結果等倍報〕→［新規登録］→［下請事業］の順に選択する。   

②［事業場名（カナ）］、［事業場名（漢字）〕、［所在地］又は［電話番号〕を入力  

し、〔検索〕ボタンをクリックする。   



入力した検索条件に従って検索された下請情報が一覧に表示される。   

［印刷〕ボタンをクリックすることにより下請情報一覧が印刷される。   

印刷メニューから［宛名シール］を選択し、［宛名敬称＿設定］画面の［宛  

名敬称〕を選択し、［印刷］ボタンをクリックすることで、下請情報一覧が宛 

名シールに印刷される。  

③ 対象となる下請情報が存在した場合には、一覧から安全衛生指導結果等情報を   

登録したい下請情報をクリックする。  

i下請情報に変更がない場合には、〔選択〕ボタンをクリックする。  

［安全衛生指導結果等情報一登録］画面が表示される。  

ii下請情報の詳細を確認する場合には、［詳細］ボタンをクリックする。  

［下請情報＿登録〕画面が表示され、登録済みの内容が表示される。   

・下請情報の内容を修正する場合には、〔更新〕ボタンをクリックし、修正  

した後に［登録］ボタンをクリックすることで、［安全衛生指導結果等情報  

＿登録〕画面が表示される。   



④ 対象となる下請情報が存在しなかった場合に／は、下請情報を登録するため［下   

請登録〕ボタンをクリックする。   

i 登録したい情報を入力する。  

［下請情報一登録］画面が表示され、［下請情報＿検索／一覧］画面で入力  

した情報が初期表示される。  

［事業場名（カナ）〕、［事業場名（漢字）］、［菜種］は必須入力項目である。   

ii［登録〕ボタンをクリックする。  

・ 下請情報が登録され、［安全衛生指導結果等情報＿登録〕画面が表示され  

る。  

⑤ 下請事業場の安全衛生指導結果等情報の入力を行う場合には、各タブ画面ごと   

に必要な安全衛生指導結果等情報を入力し、［登録〕ボタンをクリックする。  

［労働保険番号］、［登録区分］及び［所在地］は元請の事業場基本情報、［労  

働者数（企業全体）］、［電話番号〕、［代表者職氏名〕及び［業種］ほ下請情報  

の内容が表示される。［事業場名（カナ）〕及び［事業場名（漢字）〕は下請情  

報の事業場名に元請の事業場基本情報の事業場名のうちの2つ以上のスペー  

スが続いた以降の名称（元請の現場名）を付加した名称が表示される。   

・各タブ南面の入力は、（2）③から⑦と同様である。  

⑥［復命書印刷］ボタンをクリックし、安全衛生指導復命書を印刷する0  

［復命書印刷〕ボタンは、［登録〕を行った後でないと使用できない。   

・ 登録された参考事項・意見については、5行目までを安全衛生指導復命書、  

6行目以降を安全衛生指導復命書（続紙）に出力される。  

ほかに安全衛生指導結果等情報を登録したい下請事業場がある場合には、（D  

から（診までの操作を繰り返す。   



（4）事業場の安全衛生指導等履歴の検索   

①事業場基本台帳を検索し、メニュ肘バーの［業務選択〕→［安全衛生指導結果   
等情報］→［監督壕全衛生指導等履歴〕を選択す争。  

「監督・安全衛生指導専履歴＿一覧」画面が表示される。   





・監督・安全衛生指導等履歴一覧を印刷する場合には、［印刷〕ボタンをクリ  
ックする。  

②安全衛生指導復命書、監督復命書又は司法事件情報を表示したい違反等を選択   
し、［選択］ボタンをクリックする。  
・監督・安全衛生指導等履歴一覧の［監督・指導種別又は司法〕が指導種別の   

各項目の場合には、安全衛生指導復命書が表示される。   
［安全衛生指導復命書］画面、［監恕復命書〕画面又は［司法事件情報］画  

③安全衛生指導復命書を更新する場合には、［安全衛生指導復命書］画面で、［更   



・ 必要に応じて、各タブ画面上の項目を修正し、［登録］ボタンをクリックす  

る。   

・安全衛隼指導復命書を印刷する場合には、［復命書印刷〕ボタンをクリックす  

る。   

④安全衛生指導復命書を削除する場合には、［安全衝撃指導復命書］画面を表示す  

る。  

i メニューバ†の［データ］を選択し、［削除］を選択する。  

・ 削除メッセージが表示される。  

ii［はい］ボタンをクリックする。  

・安全衛生指導復命菩が削除され、［監督・安全衛生指導等履歴＿一覧コ画  

面に戻る。  

・ 削除した安全衛生指導復命書に対する整理番号は、欠番となる。  

・ 削除後は一画面前の画面に戻る。   

（5）安全衛生指導復命寄・整理療の検索   

① 労働基準行政情報システムメインメニューの［業務］をクリックし、［監督・  

安衛・賃金］→［個別事業場情報管理］→［安全衛生指導結果等情報〕を選択す  

ることにより［安全衛生指導復命書及び整理簿鵬検索〕画面を表示する。   

② 必要な検索条件を入力する。  

［指導種別〕と［整理番号］を共に入力する場合を除き、［指導年月日〕が  

必須入力項目となる。  

［指導種別］と［整理番号］を入力した場合には、他の項目に入力があって  

も検索条件としては、取り扱わない。  

［指導年月日］では、入力欄をクリックすると」［日付入力ダイアログ〕画  

面での入力ができる。該当年月日を選択し、［OK〕ボタンをクリックする。  

〔所在地〕■は入力欄をダブルクリックするとヾ［所在地入力〕画面が表示さ  

れ、所在地が入力できる。   



③ （検索］ボタンをクリックする。  

［安全衛生指導復命書整理簿〕画面が表示される。ただし、［指導種別］と   

［整理番号〕を共に入力する場合には、［安全衛生指導復命書］画面が表示さ  

れる。  

・検索条件に該当する安全衛生指導復命善が存在しなかった場合には、該当件  

数が0件である旨のメッセージが表示される。  

・検索条件に該当した安全衛生指導復命書が2200件を超えた場合には、メ  

ッセージと該当件数が表示され、5000件まで表示される。   



④ 整理簿を印刷する場合には、［安全衛生指導復命書整理簿］画面において［整   
理繹印刷コボタンをクリックする。  

⑤ 復命審の内容を表示する場合には、［安全衛生指導復命書整理簿〕画面から表   
示したい復命書をクリックして選択し、［選択］ボタンをクリックする。  

また、［安全衛生指導復命書・整理簿＿検索］画面において［指導種別］と［整   
理番号〕を入力して検索することで復命書の内容を表示することができる。  

［安全衛生指導復命蕃〕画面が表示される。  

復命書を印刷する場合には、［復命書印刷］ボタンをクリックする。  

［登録］及び［更新コボタンを使って、復命書の更新ができる。   

（6）安全衛生指導重点対象区分の設定   



安全衛生指導重点対象区分の設定は次の手順で行う。  

① 労働基準行政情報システムメインメニューの［業務］をクリックし、業務メイ   

ンメニューから［システム設定〕を選択する  

・安全衛生指導重点対象区分の設定ができるのは、局のみである。本省や署で  

② 今年度分の安全衛生指導重点対象区分を設定する時は、［安全衛生指導重点対   

象区分設定］の［今年度］ボタンをクリックする。来年度分の安全衛生指導重点   

対象区分を設定するときは、［来年度］ボタンをクリックする。  

・今年度分の安全衛生指導重点対象区分を更新、削除することはできない。  

・来年度分の登録は／2月1日から可能となり▼、3月末日までに登録する。3   

月末日までに登録されない場合は、今年度の登録内容が自動的に来年度に持ち  

越される。  

・来年度分が設定されていない場合、［来年度］ボタンにより今年度の登録内   

［安全衛生指導重点対象区分一一覧］画面が表示される。   

［年度］には、②で［今年度〕ボタンをクリックしているときは今年度の年  

号が、［来年度］ボタンをクリックしているときは来年度の年号が表示される。   

［局〕には自局名が表示される。   

一覧表には、今年度又は来年度の安全衛生指導重点対象区分設定状況が表示   



される。  

③ 安全衛生指導重点対象区分を追加する。  

1［安全衛生指導重点対象区分＿一覧］画面で、［追加〕ボタンをクリックす  

る。  

［安全衛生指導重点対象区分＿設定〕画面が表示さ中る。  

ii各項目を入力し、［条文等入力〕ボタンをクリックする。  

・入力可能な［安全衛生指導重点対象区分番号〕は1～98番である。  

・一覧表に入力結果が反映される。左端の［状況］欄には、［新規］と表示  

される。  

・ 画面上部の入力欄は、空白に戻る。  

［安全衛生指導重点対象区分番号〕［名称〕は必須入力項目である。  

通 ［登録〕ボタンをクリックする。   



［登録］ボタンをクリックする‥前に［変更取消〕ボタンをクリックすると、  

設定した内容がすべて消去される。   

・安全衛生指導重点対象区分が追加され、［安全衛生指導重点対象区分＿鵬  

覧〕画面に戻る。一覧表には入力結果が反映され、左端の［状況］欄に、［新  

規〕と表示される。   

如 複数の安全衛生指導重点対象区分を追加するときは、iから揖を繰り返す。   

・安全衛生指導重点対象区分の一覧を印刷するときは、［安全衛生指導重点  

対象区分鵬一覧〕画面で［印刷］ボタンをクリックする。  

④ 安全衛生指導重点対象区分を更新／削除する場合は、［安全衛生指導重点対象   

区分柵∵一覧］画面の一覧表で、更新、削除する安全衛生指導重点対象区分を選択   

し、．［選択コボタンをクリックする。  

・今年度分の安全衛生指導重点対象区分を更新、削除することはできない。  

［安全衛生指導重点対象区分岬設定〕画面が表示される。選択した安全衛生  

指導重点対象区分の番号と名称が、画面上部の入力欄に表示される。   

ア 安全衛生指導重点対象区分を更新する場合   

1［安全衛生指導重点対象区分番号〕や［名称〕を入力し直す。  

・入力可能な［安全衛生指導重点対象区分番号〕は、1～98番である。  

［安全衛隼指導重点対象区分番号〕及び［名称〕は必須入力項目であるb   

ii［登録］ボタンをクリックする。  

［登録〕ボタンをクリックする前に、［変更取消〕ボタンをクリックす  

ると、設定した内容がすべて消去される。  

［安全衛生指導重点対象区分＿一覧］画面に戻る。一覧表には更新結果  

が反映され、左端の［状況］梱に［更新］と表示される。   

イ 安全衛生指導重点対象区分を削除する場合   

i表示されている内容を確認して 柑り除］ボタンをクリックする。  

［削除］ボタンをクリックする前に［変更取消］ボタンをクリックする  

と、削除が中止される。確認のメッセージが表示される。  

弘 ［はい］ボタンをクリックする。  

［安全衛生指導重点対象区分＿一覧〕画面に戻り、一覧表の左端の［状  

況］欄に、［削除〕と表示される。   

り 複数の安全衛生指導重点対象区分や条文を更新、削除するときは、ア、イの  

操作を繰り返す。   

・安全衛生指導重点対象区分の設定が実際に有効になるのは、登録した翌日  

からである。そのため、一覧表左端の〔状況］欄の表示は、同日中はそのま  

ま残り、再設定も可能である。   

・安全衛生指導重点対象区分の一覧を印刷する場合には、［安全衛生指導重  

点対象区分－一覧］画面で〔印刷〕ボタンをクリックする。  

⑤ 条文を追加／削除する場合には、［安全衛生指導重点対象区分＿…覧〕画面の   



一覧表で、条文等を追加、削除する安全衛生指導重点対象区分を選択し、［選択］  

ボタンをクリックする。  

［安全衛生指導重点対象区分＿設定〕画面が表示される。選択した安全衛生指  

導重点対象区分の番号と名称が、画面上部の入力欄に表示される。  

ア 条文等を新規追加する場合  

1［法〕から「指導事項」までを新規に入力する。  

ii［条文等入力〕ボタンをクリックする。  

・一覧表に条文等が追加され、左端の［状況〕欄に［新規］と表示される。  

・既に設定されているコード番号及び法条項は入力することはできない。  

・入力された’［法］［令］［則］の組み合わせに該当する法条項が存在しない  

場合や法条項が一意に決まらない場合は、入力することはできない。  

・同日中に削除した［安全衛生指導重点対象区分番号］（［状況］欄に［削除〕  

と表示）を新規入力することはできない。  

「法」「令」「則」「派遣法」が設定されている場合に指導事項を同時に入  

力することはできない。  

イ 条文等を削除する場合  

ま 画面下部の一覧表から削除する条文等を選択する。  

ii［条文等削除〕ボタンをクリックする。  

・ 確認のメッセージが表示される。  

揖 ［はい〕ボタンをクリックする。  

・一覧表の左端の［状況〕欄に［削除］上表示される。  

り 複数の条文等を追加、削除するときは、ア、イの操作を繰り返す。   

⑥ ［登録〕ボタンをクリック・する。  

［登録］ボタンをクリックする前に［変更取消］ボタンをクリックすると、設  

定した内容がすべて消去される。一覧表は設定前の状態に戻る。  

［安全衛生指導重点対象区分＿一覧］画面に戻る。条文を追加、削除した安全  

衛生指導重点対象区分は、一覧表の左端の［状況］梱に［更新］と表示される。   

・安全衛生指導重点対象区分の設定情報（条文等）の一覧を印刷する場合には、  

［安全衛生指導重点対象区分職設定］画面で［印刷〕ボタンをクリックする。   

⑦ ［一画面戻る］ボタンをクリックする。  

・ システム設定メニューに戻る。  

（7）重措置簿の検索／更新  

重措置簿の検索、又は更新は次の手順で行う。   

① 監督結果等情報メニューで、〔重措置簿検索］ボタンをクリックし、必要な検  

索条件を入力し、［検索〕ボタンをクリックする。  

［検索期間］は必須入力項目である。  

［検索期間〕では、入力欄をダブルクリックすると、［日付入力ダイアログ］   



画面での入力ができる。該当年月日を選択し、〔OK］ボタンをクリックする。   

［条件クリア］ボタンをクリックすると、入力した内容を一度に消すことが  
ヽh． ‾＿  ■  

三毒≡壷≡宣…  

できる。  

［重措置簿］画商が表示される。  

・検索条件に該当する重措置簿が存在しなかった場合には、該当件数が0件で  

ある旨のメッセージが表示される。  

・検索条件に該当した畢措置辞が2200件を超えた場合には、メッセージと  

該当件数が表示され、5000件まで表示される。  

② 重措置状況を表示したい情報をクリックして選択し、［選択〕ボタンをクリッ   

クする。  

・複数の情報を選択する場合には、［Ctrl〕キーを押しながら該当情報をクリ  

ックする。  

・該当する情報をダブルクリックすることにより、［選択］ボタンをクリック  

するのと阿様の処理を行うことができる。  

・ 画面下部に重措置状況が表示される。  

③ 必要に応じて重措置状況を更新する。  

［是正年月日〕には空欄が表示され、全項目が変更できる。  

［重措置簿印刷〕ボタンをクリックすると、重措置繹の印刷ができる。   



（8．）安全衛生指導等実綴の定型統計   
安全衛生指導等実績の定型統計は次の手順で行う。   

①労働基準行政情報システムメインメニューの［業務〕をクリックし、業務メイ  
ンメニューから［定型統計］を選択する0  

［定型統計情報＿検索〕画面が表示される0  

②［業務名］を［安全衛生指導結果等情報］とし、［統計の種類］を次から選択   
する。   

a 指導種別安全衛生指導等声紋表   

b 署別安全衛生指導等実績表   

c 重点対象区分別安全衛生指導等実績表  

・毎月3日、10日（P）、20日（P）締めで同年度の実績が集計され、検   
索時点の最新の集計が表示される。また、前年度の検索を行った場合に軋速   
報として4月29日締めで前年度（前年4月1日～当年3月31日まで）の結   

果が集計され15月29日締めで確定される。   
［条件クリア］ボタンをクリックすると、設定した検索条件がすべて消去さ  

れる。  

［対象期間］を入力する。  

元号を選択入力する。   



［対象局署］を入力し、［検索〕ボタンをクリックして定型表を出力する。  
［労働局］を選択した・ときは［局コード］を、［監督署］を選択したときは  

ミき、ニ  

．設虚した定型統計が、表計算ソフトに出力されるp  
・定型統計表の印刷は、表計算ソフトの印刷機能を使って行う0  

④表計算ソフトを終了し、［終了〕ボタンをかjックする。  
．ログオン時の状態に戻る。  

※印刷例  

平成1降虔安全衛弱旨軍事実績表（安全衛生指導種鍾  
00討馳軍拡監督署  確定頗  

安全電生沌憾摺蘭    脚射場弘尊醐炊   月別  

汁  l t l・。月l。月l，。月lこ㌃「示且⊥ユ軋⊥」月             8月  適応滋（め  
個別相法  
（丙偲別l駈…を含も）  

汁画の届出の実鵬   

災壱把   拍堤専事荒場数  l4月    5月  6月  7月      ，  ℡9 9さ9  裏吼j閃  89，．別柑  … ▼   ▲ － ■  9ミほ．899        …・・‘； ll，989，980 11，9汎8℡8 1l．989．う臼8     う） ，9 ー● i，  …▲▲・・！ ・・・・…i …・…■l ・・・▲…1  ・・・馴 ・・・…・】 9，ヨ，999 ー…▲■■  ■■■州 ■■●－… 998．99， 9℡8．引治 1●－…  ・…・■、l ▼……－ 郭柑．9氾 999，999 ー▲▲…■  ■■■▼●▲ 「砺海盲t ◆◆■■■ ！怜，．998 88うぅg，  98，．う9 弱9．998 9汎999 ■■■■… 999．998  ち ・…・・・I ■■■■■▲ ■■●…■ 引け．999l  粥机鳥聞l 毒毒毒毒≒書毒 ー▲▲…■  ，99，幻9l …・・‘・l ・・・…刑 、…▲…  ▲▲■… ■■■■… …●▲… ●▲▲◆…  ●■◆■■＝＝い■ 、－－…、 ■……－ 一▲◆■■▲い■  100．08X l抽．駅購    ＝‾ ■；：     別  ● …   － ‥  矧い闇  9 ■      ●  ▲ …  ▼ ▼ ●  ■ － －   …  … －    … ■  899，999  ・…・・・l  11札ODX   
ほ■荘   

モの他   ・・・・別 1†，999，988     999t g，9  J汀h－■√hて ▼■▲●…′  998，含99 駅ほ．8沖  粥偽計泊 ■■■…■  州－▼■ 999，℡，g  1■■…■ う8，，さ99  989．ユ8 ■…●… 拍  ．乳 ■…▲▲－ 99も899  ！・…・…  99℡999  ■I■●■●1＝ …－▲－－  ■…■■－ 別柑．999  別ほ，9さ8 ▼……■  100．以Ⅲ    11，翻．耶拇 …■・；； 1l，g汎988     ◆■■ 999 ▲－－  ▲…■▼一 …－…■ ▲■▲…一  禦丹，9き9 き99．，99 ■■■●■●  ■■●…■ ミ姶き，999 ■■■▼…  ▲▲▲■＝ ■■■仙 999．8，9  …▲■■■ う9もg，9 I■■、1■■J  999，9 …▲■… 矧㍍朋 うう～うう与  …■…▲ ▼……■ t，う†95与  ヨ59，℡99 仙…－ もうさ3ミ泊～  …－■■■ 99き．999 ◆◆l▲■J■■  989，989 ■●●◆■▲ ■…■■■  ■……■ I■■▼●▲ ー…－■■  †仲，O甘木   
会計   ・・・・・・－ ■・・・洲     ーー 99S  ●州… 一＝▲…  も989，禦汚 も999，5鰭  もぅ汎9氾 一■■■■●  

89き9   

平成16年虔安全痛鋸旨培等実績表（都の  

耶馬  0   

脚感   欄  

一指沈  
00   

6糾狩粕汁   

▲－  

00   

999   

99  †  9耶 

0（）   

8別柑勒腋   

正   
00   棚研削郎膵    999．9可， 耶け．9唱¶   9叩．9 99～．9  押l 99  竹†．叩9l y〉9．Y〉9  9††．99 

lL9† lL門 ll．   讐讐 Ⅵ川 ・‘i  …■■■■ II†．9M 99†．999   99，．999 999．†9† 999．99？  9yl．999 9y，．†99 ■■■川●  99，．99？ 99，．999 99，．999  99†．999 9y〉．9聞 ーー■■■■  9†I．9？， 999．I9， 1999．卵，  
00   也耶怜渡合甘                                   …→■■、   

∬γ・i・   L99 L9？  9．91† ▼▲●j   
● 1L   ーーー ー、一  9， 9！柑   

円9 

個別柑軌汁  
11．999，9尊I  

999， 
lL   也別母船静  ll．99，．9q lL99〉．閃    lI I  99 99  99，．，9 I99．I9  引一門．9，9 999呼．，99  999．† 

11．，99．粥  
個別精鉱せ打  lL，99バ噂 lL999．9甘    馴I一門 1999  ．，y？ ．99  999．99 9，99．99  9翻．， 



平成16年度安全衛生指導等実績表（安全衛生指導重点対象区分別）  



別 紙  

ための労働基準行政情報システムの改修等について（意見照会）」に対する意見  

労働局  

「安全衛生指導結果を登録する  

頁  行 本  文   意見及び修正案   理  由   


